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令和６年度 安全指導年間計画 
 

令和６年４月１０日 
松戸市立中部小学校 
安 全 指 導 部 

 
【前期】 

月 安 全 指 導 計 画 指  導  内  容 

４ 

○下校指導（５日・金） 

 

 

○安全点検（１０日・水） 

 ※以降、毎月１０日前後に実施 

 

○避難訓練【方面別】（２５日・木） 

 ・方面別下校訓練 

・通学路の経路および安全を確認する。 

・安全な歩行や道路の横断の仕方等の指導。 

 

・校舎内外の危険箇所の把握･除去する。 

・破損箇所の補修･修繕をする。 

 

・方面別集団下校の方法を知る。 

・児童の帰宅方面やグループの確認を行う。 

５ 

○避難経路確認（１日・月 ２日・木） 

  

 

○安全点検（９日・木） 

・地震時、火災時における避難の方法（１次避

難、２次避難）や避難経路を理解させる。 

 

・校舎内外の危険箇所の把握･除去する。 

・破損箇所の補修･修繕をする。 

６ 

〇避難訓練【地震】＋引き取り訓練 

（７日・金） 

・避難経路の確認 ・緊急時の行動の確認 

 

 

 

○安全点検（１０日・月） 

 

・地震発生時の避難の方法(１次避難、２次避難)

や避難経路を理解する。 

・緊急避難時の約束を確認する。 

・緊急時、保護者の確実に引き渡しができるよ

うにする。 

 

・校舎内外の危険箇所の把握･除去する。 

・破損箇所の補修･修繕をする。 
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７ 

○安全点検（１０日・水） 

 

 

○下校指導（１7 日・水 １８日・木） 

・校舎内外の危険箇所の把握･除去する。 

・破損箇所の補修･修繕をする。 

 

・通学路の経路および安全を確認する。 

・安全な歩行や道路の横断の仕方等の指導。 

８ 
○安全点検（夏季休業期間中） ・校舎内外の危険箇所の把握･除去する。 

・破損箇所の補修･修繕をする。 

９ 

○下校指導（２日・月 ３日・火  ） 

（４日・水       ） 

 

 

○安全点検（１０日・火） 

・通学路の経路および安全を確認する。 

・安全な歩行や道路の横断の仕方等の指導を 

する。 

 

・校舎内外の危険箇所の把握･除去する。 

・破損箇所の補修･修繕をする。 

 

【後期】 

月 安 全 指 導 計 画 指  導  内  容 

１０ 

○安全点検（７日・月） 

 ※以降、毎月１０日前後に実施 

 

・校舎内外の危険箇所の把握･除去する。 

・破損箇所の補修･修繕をする。 

 

１１ 

○安全点検（１１日・月） 

 

 

〇避難訓練【火災】（２０日・水） 

・消防署に依頼 （消火煙道体験） 

 （消防と打ち合せ中） 

 

・校舎内外の危険箇所の把握･除去する。 

・破損箇所の補修･修繕をする。 

 

・火災時における避難の方法（１次避難、 

２次避難）や避難経路を理解させる。 

・火災時の避難の方法や消火の仕方を知る。 

・消火体験 ５年生（毎年固定で実施。） 

１２ 
○安全点検（６日・金） 

 

・校舎内外の危険箇所の把握･除去する。 

・破損箇所の補修･修繕をする。 
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○ワンポイント避難訓練（６日・金） 

・地震想定【予告】業間 or 昼休み 

 

○下校指導（１９日・木 ２０日・金） 

 

・地震発生時の１次避難の方法を確認する。 

・児童自身の判断で避難する。 

 

・通学路の経路および安全の確認をする。 

・安全な歩行や道路の横断の仕方等の指導をする。 

１ 

○下校指導（７日・火 ８日・水） 

 

 

 

○安全点検（８日・水） 

・通学路の経路および安全を確認する。 

・安全な歩行や道路の横断の仕方等の指導を 

する。 

 

・冬季休業後の施設、設備確認。 

・校舎内外の危険箇所の把握･除去する。 

・破損箇所の補修･修繕をする。 

２ 

○安全点検（７日・金） 

 

 

○不審者対応研修（１２日・水） 

・教員を対象とした研修 

 （警察と打ち合せ中） 

・校舎内外の危険箇所の把握･除去する。 

・破損箇所の補修･修繕をする。 

 

・学校内に不審者が侵入した時の対応、避難の 

仕方を知る。 

・災害時の避難の仕方とは異なることを理解 

する。 

３ 

○安全点検（１０日・月） 

 

 

○下校指導（２４日・月） 

・校舎内外の危険箇所の把握･除去する。 

・破損箇所の補修･修繕をする。 

 

・通学路の経路および安全を確認する。 

・安全な歩行や道路の横断の仕方等の指導を 

する。 

 

【その他の安全指導】 

 ・水泳安全指導       ・KYT（危険予知トレーニング） 

 ・長期休業中の安全指導   ・交通安全指導 


